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２０２２年度高齢期要求実現をめざす全都共同行動 アンケート結果 

 

自治体名 墨田区 

 

１. 高齢者の基礎数について （令和４年１月１日現在）（高齢者いきいき課） 

全人口 全世帯数 ６５歳以上人口 高齢化率 

275,724    人 157,015  世帯 60,740    人 22.0 ％ 

65歳以上の内訳 65～74歳    28,805   人 75歳以上  31,935      人 

 

 高齢者世帯の現状について、直近の数をお願いします。 

高齢者のいる世帯数 高齢者単身世帯数 高齢夫婦のみ世帯数 

45,324  世帯 22,118    世帯 不明     世帯 

 

２. 介護度別前期・後期別認定者数 （令和 4 年１月１日現在）（介護保険課） 

 要 支 援 要 介 護 合 計 

１ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

64歳以下認定者 33 46 80 71 66 64 40 400 

前期高齢者認定者数 213 196 359 256 192 190 167 1,573 

後期高齢者認定者数 1,320 1,148 2,405 1,623 1,349 1,525 1,013 10,383 

    合 計 1,566 1,390 2,844 1,950 1,607 1,779 1,220 12,356 
 

  ３. 施設別入所者人数（令和 4年 4月１日現在） 

（介護保険課） 

 
 
４. 認定申請者数と認定された状

況（令和 3年度） 
（介護保険課） 

  
特別養
護老人
ホーム 

老人保
険施設 

介護療
養型施
設 

介護医
療院Ⅰ 

介護医
療院Ⅱ 

合 計    申請者 
人数 

認定された人
数 

要支援１ 0 0 0 0 0 0  新 規 4,141 3,948 

要支援２ 0 0 0 0 0 0  更 新 9,022 1,338 

要介護１ 10 79 0 0 0 89  区分変更 1,268 1,177 

要介護２ 36 78 0 0 0 114  合 計 14,431 6,463 

要介護３ 215 130 2 0 1 348     

要介護４ 446 150 0 11 0 607     

要介護５ 321 89 7 9 0 426     

合 計 1,028 526 9 20 1 1,584     

 
５．介護保険施設 入所待機者について 
 
 （ａ） 特別養護老人ホーム  ５４２ 名（令和元年 4 月 1 日現在） 
 
  （ｂ）  老人保健施設           （令和元年 4 月 1 日現在） 
 
 
６．介護施設入所待機者の介護度別待機者数（高齢者いきいき課） 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５  合計 

特別養護老人ホーム 12 28 186 182 134 542 

  老人保健施設 不明 
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７．地域包括支援センターについて （令和 4 年 4 月 1 日現在） 
 
① 現在配置されている地域包括支援センターの数       8   ｹ所 

  
②  配置されている職員数             ６３   人  

 
③  配置されている保健士の人数          １７    人  

  
④  扱った相談件数（令和 3年度）         20，713      件  

 
8. 介護保険運営委員会について（令和 4 年 4 月１日現在） 
 
 (1) 介護保険事業について調査・審議する恒常的な機関を設置していますか 
 

① 設置している   ② 設置していない   ③ 設置を検討している 
 
 (2) 設置している場合 
 
   機関の構成員の人数       24   人 
 

市民代表は参加しているか  (a)している  3 名   (b) していない 
 

年間の開催予定回数は        ３    回  
 
 
 
9,介護保険料滞納者・要介護認定者への制度について 
 

(1) 介護保険料滞納者に「利用料 3 割のペナルティー」を実施していますか。（介護保険課） 
実施している場合は人数を教えてください 
 

①  実施している(84 人) ② 実施していない  
 
 

(2) 要介護認定者に「障害者控除対象認定書」を交付していますか。（高齢者福祉課） 
 
交付している場合の基準はどうなっていますか 
 

①  交付している      ② 交付していない 
 
    交付基準は、以下のとおり。 
 

★障害者控除対象者認定書について★  

障害者手帳等の交付を受けていない方でも、障害者に準ずるものとして福祉事務所長が認定を

した場合は、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書を確定申告や住民税申告

の際にご提出いただくと、所得税や住民税の控除を受けることができます。 

 【控除額】  

認 定 区 分   所 得 税   特 別 区 民 税 

障害者      ２７万円   ２６万円 

特別障害者    ４０万円   ３０万円 

 

【障害者控除の対象となる方】  

障害者控除対象者認定基準日（１２月３１日）において、次の要件をすべて満たす方 

(1) 墨田区に住所がある 65 歳以上の方 

⑵ 介護保険の要介護認定結果情報による身体状況等が、下記の認定基準に該当している方 
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障害者 

主治医意見書の｢認知症高齢者の日常生活自立度｣がⅡa 以上で、介護度が要支援１以上 

⇒ 知的障害者（軽度・中度）に準ずる 主治医意見書の｢障害高齢者の日常生活自立度｣が A 以

上で、介護度が要支援１以上 

⇒ 身体障害者（３級～６級）に準ずる  

 

特別障害者 

主治医意見書の｢認知症高齢者の日常生活自立度｣がⅢａ以上で、介護度が要介護３以上 

⇒ 知的障害者（重度）に準ずる 

主治医意見書の｢障害高齢者の日常生活自立度｣が B 以上で、介護度が要介護３以上 

⇒ 身体障害者（１級、２級）に準ずる 

要介護認定結果情報において、以下の項目にすべて該当すること 

①起き上がり…「できない」、②歩行…「できない」、③洗身…「全介助」又は「行ってい 

ない」、④食事摂取…「一部介助」又は「全介助」、⑤排尿…「全介助」、⑥排便…「全介助」

⇒ ねたきり高齢者 
 
 

 
１０. 令和 3 年度中の 新型コロナ感染についてお聞きします。（保健対策課。②のみ介護保険課） 
 
(1） 貴自治体で高齢者(65 歳以上）の感染した人数は何人ですか  1,580   人 
 
(2) 貴自治体で高齢者(65 歳以上)の亡くなった人数は何人ですか  17   人 
 
(3) 高齢者で亡くなった ①～④の場所ごとの人数は何人ですか 
   

① 病院   12  人  ② 介護施設など高齢者施設    不明 人 
  

③ 自宅   不明 人  ④その他（ホテル等療養施設等）  不明人 

 

 

 
11. 国民健康保険について 
 
（1）国民健康保険税の収納状況について（収納課、保険年金課） 

 

 

平成31年度 

（2019年度） 

令和2年度 

（2020年度） 

令和3年度 

（2021年度） 
令和3年度末 

加入 

世帯数 

滞納 

世帯数 

加入 

世帯数 

滞納 

世帯数 

加入 

世帯数 

滞納 

世帯数 

短期保険証 

発行世帯数 

所得割資産割 

  納付世帯 

 

24,093 

  

23,100 

  

22,606 

  

均等割平等割 

  納付世帯 

 

16,105 

  

15,176 

  

15,519 

  

合計 40,198 11,513 38,276 9,899 38,125 9,077 0 
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（2） 令和 3 年度に国保税を滞納した世帯に対し、財産・預金などを差し押さえをしましたか。 

（収納課） 
 
②  している      １，１０７ 世帯（令和４年５月現在） 

 
① していない 

 

（3）国民健康保険税の収納率について （ 現年度 ） 

 年度 平成29年度 

（2017年度） 

平成30年度 

（2018年度） 

平成31年度 

（2019年度） 

令和2年度 

（2020年度） 

令和3年度 

（2021年度） 

 収納率 ％ 86.76 87.80 87.83 88.49 90.64 
 
 
 (4) 資格証明書は発行していますか（収納課） 
 
  発行している       258 世帯 （令和３ 年 １０月現在） 
 
  発行していない 
 
 
 （5） 高齢者の被保険者への制裁措置免除は（収納課） 
 

①  ある （ 70 歳以上）    ② ない 

 
 
１２ 認知症対策の部署はありますか（高齢者福祉課） 
 
 

①  ある 部署名 高齢者福祉課地域支援係   ② ない    ③ 検討中 
 
 
 
 
 
１３ 高齢者一人暮らし対策は行っていますか（福祉政策課） 
 

① 行っている 事業名  救急通報システム事業   配食みまもりサービス事業 

      高齢者見守りネットワーク事業    高齢者みまもり相談室事業 

      高齢者熱中症対策事業 

② 行っていない   
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 １４. 介護保険事業に取り入れられた以外の高齢者保険・福祉事業はどのような事業を実

施していますか。事業名と予算額を教えてください。  

 

事 業 名 予算額(千円) 事 業 の 説 明 

長寿者に対する祝い金の贈呈 29,895 最高齢者、百歳、米寿、喜寿の方へ祝い金

の贈呈 

にこにこ入浴デー 95.518 交流などの目的で週１回の無料等で利用 

救急通報システム・火災安全シ

ステム 

41,121 急病時等の通報、火災防止機器の取付け 

配食みまもりサービス 50,191 配食による安否確認 

ふれあい給食助成 1,710 保育園児との給食による交流の助成 

日常生活用具給付 9,048 日常生活用具を給付し、介護予防等を図る 

寝具乾燥等 819 寝具類の洗濯及び乾燥 

在宅高齢者介助者慰労 1,167 介助者へはりきゅうマッサージ券の公布 

紙おむつ等支給 109,197 紙おむつ等の支給 

理髪等サービス 9,438 理美容出張サービス 

長寿マッサージ 3,414 マッサージ施術 

すこやか長寿表彰 544 金婚夫婦への記念品贈呈 

特別永住者福祉給付金 180 特別永住者等への福祉給付金の支給 

補聴器購入費助成 2,000 補聴器の購入に要する費用の助成 

75歳以上の健康診査 161,916 生活習慣病の予防等を目的とした健診 

後期高齢者歯科健康診査 23,172 むし歯予防と口の機能の維持を目的とした

健診 

高齢者の健診事業等と介護予防

の一体的実施 

21,740 健診課題にある高齢者への個別支援と通い

の場等を活用した全体的なフレイル予防 
 
 
１５. 無年金者の実態把握について 
 
 （1）実態把握をおこなっていますか   ①行っている   ②行っていない 
 
 （2）無年金者への特別給付金（公的年金によらない福祉措置）について 
 

①  実施している      ② 実施していない 
 

  実施している場合     (a) 給付の名称             

 

                 (b)給付の内容              

 

               (c)給付の対象者             

 

(d)実施開始年月日             
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１６.ＮＰＯ（非営利事業活動）への支援策について （令和 4 年度予算） 
 

   （1）実施している   事業の名称 セカンドステージ支援事業                  

               （委託先  ＮＰＯ法人てーねん・どすこい倶楽部） 
      （2）実施していない 
 
 
１７. 住宅について （令和 3 年度末日現在の事業について  
 

１．高齢者用公営住宅の確保   （シルバーピア）             102        室 

２．民間アパートの借り上げ  高齢者個室借り上げ住宅      174        戸 

３．ケアハウス                                 なし       戸 

４．シルバーピア                                141         戸 

５．住み替え家賃補助制度 なし 

６．住宅改造援助 
てすりの取付け 浴槽の取り替えなど高齢者の居宅内での

行動を容易にするたけ及び介護の軽減を目的とした住宅改

修費用の一部を助成 

住宅修繕資金融資あっせん 

 
 
 

１８. 就労の充実について（令和 3 年度の状況） 

（産業振興推進課、高齢者いきいき課） 
 
 (1) 高齢者雇用就労の相談窓口の有無    ① あり   ② なし 
 
           ある場合は担当部署名                 
 
 
 (2) シルバー人材センター登録者数     1,489         名  
 
 
   うち就業者数  1,032 名   就 業 率   69.3   ％  
 

                                              

 （3）シルバー事業、年間事業総額   657,278,170      円 

 

 うち自治体発注額  403,899,225        円 

 
 
 
 (4) 貴自治体で行っている、高齢者の就労対策事業がありましたらご記入ください。 
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19. 高齢者の所得状況について（介護保険課） 
 
  介護保険第１号保険者の介護保険料 段階別人数（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

  段階別の人数が判らない場合は、合計人数だけでもご記入ください。 

 

段階 特別徴収 普通徴収 合計 所得区分など 

 

 

 第 1段階 10,266 3,430 13,696 

 生活保護受給の方 

 老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課

税の方 

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入

額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 

 

 第 2段階 5,286 137 5,423 

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入

額と合計所得金額の合算額が80万円超、120万円

以下の方 

 第 3段階 
5,119 120 5,239 

世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階に

該当しない方 

 第 4段階 
4,704 692 5,396 

世帯に市民税非課税の方がいて、本人の課税年金

収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 

 第 5段階 
6,059 95 6,154 

世帯に市民税課税の方がいて、本人の課税年金収

入額と合計所得金額の合算額が80万円超 

 第 6段階 8,003 530 8,533 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満 

 第 7段階 5,280 421 5,701 〃   125万円以上190万円未満の方 

 第 8段階 2,852 285 3,137 〃   190万円以上で250万円未満の方 

 第 9段階 2,629 273 2,902 〃   250万円以上350万円未満の方 

 第10段階 1,834 204 2,038 〃   350万円以上500万円未満の方 

 第11段階 1,074 165 1,239 〃   500万円以上750万円未満の方 

 第12段階 570 111 681 〃   750万円以上1,000万円未満の方 

 第13段階 531 112 643 〃  1,000万円以上1,500万円未満の方 

 第14段階 186 47 233 〃  1,500万円以上2,000万円未満の方 

 第15段階 351 71 422 〃  2,0000万円以上の方 

合 計  54,744  6,693  61,437  
 
 貴自治体独自の介護保険利用料の減免措置はありますか。 
 
    (a)  ある      (b) ない 
 
 
２０ 要介護老人の状況について（介護保険課） 
 
    (1) 認定者及び介護保険料内訳人数（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

  要支援１  要支援２  要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５  合 計 

   合計 1，566 1，390 2，844 1，950 1，607 1，779 1，220 12，356 

    

(2) 介護保険在宅利用者 保険料段階別人数（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

  要支援１  要支援２  要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５  合 計 

   合計 1，566 1，390 2，755 1，836 1，259 1，172 794 10，772 

(3)介護保険施設利用者人数（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

  要支援１  要支援２  要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５  合 計 

合計   89 114 348 107 426 1，584 

 

 （1）～（3） いずれも段階別の人数は 「集計不可」と回答なかった。 
 



- 8 - 

２１. 介護保険料収納状況 令和 3 年度の普通徴収の収納状況（％）（介護保険課） 
 

段階 第1 第2 第3 第4 第5 第6 

収納状況％       

段階 第7 第8 第9 第10 第11 第12 

収納状況％ 段階別の収納状況（％）の記載はなかった 

段階 第13 第14 第15 第16 第17 合計 

収納状況％      89.59 
 
 
 

22 後期高齢者 所得別男女人数 （令和4年4月1日現在）（保険年金課） 

   

旧ただし書所得(円） 合計人数   旧ただし書所得(円） 合計人数 

0 18,157 人  2,850,001～  3,350,000 374 人 

 1     ～  150,000    1,142 人  3,350,001～  3,850,000  259 人 

 150,001  ～  400,000   1,787 人  3,850,001～  4,350,000  216 人 

 400,001  ～  850,000  3,029 人  4,350,001～  4,850,000  141 人 

 850,001  ～  1,350,000   2,269 人  4,850,001～  5,350,000 120 人 

1,350,001 ～ 1,850,000  1,272 人  5,350,001～  5,600,000  42 人 

1,850,001～   2,350,000  755 人  5,600,001 ～            1,095 人 

2,350,001～  2,850,000  493 人   合 計 31,151 人 

 

      ※ 男女別・年金天引きの人数のデータは記載なし 
 
 

23 自殺者年代別男女別人数 （令和3年度）（保健対策課）  警視庁の自殺者統計より 

 20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以上 合計 

男性 不可 不可 9 不可 7 不可 不可 不可 29 

女性 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 14 

合計 不可 不可 不可 6 不可 不可 6 不可 43 

    ※ 不可と書いてあるところは 「公示不可」と記入されていた 

 

 

24 孤独死者（自宅内で死亡した事実が死後判明に至った１人暮らしの人）について 

年代別男女別人数と要因 （令和 3 年度）（保健対策課） 

           すべての欄が  不明と記載されていた 
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墨田区 別紙 令和 3年度から令和 5年度までの介護保険料 
   

第 1段階 23,004円 

 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 

 ・生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている 

 ・世帯全員が住民税非課税で、公的年金に係る雑所得を控除した合

計所得金額と公的年金等収入額の合計が、80万円以下 

第 2段階 28,755円 
  世帯全員が住民税非課税で、公的年金に係る雑所得を控除した合

計所得金額と公的年金等収入額の合計が、80万円超、120万円以下 

第 3段階 53,676円 
  世帯全員が住民税非課税で、公的年金に係る雑所得を控除した合

計所得金額と公的年金等収入額の合計が、120万円超 

第 4段階 67,095円 

  本人が住民税非課税かつ、世帯内に住民税課税者がいる方で、公

的年金に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の

合計が、80万円以下 

第 5段階 76,680円 

  本人が住民税非課税かつ、世帯内に住民税課税者がいる方で、公

的年金に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の

合計が、80万円超 

第 6段階 86,265円  本人が住民税課税で、合計所得金額が、125万円未満 

第 7段階 95,850円       〃          125万円以上、190万円未満 

第 8段階 115,020円       〃          190万円以上、250万円未満 

第 9段階 126,522円       〃          250万円以上、350万円未満 

第 10段階 141,858円       〃          350万円以上、500万円未満 

第 11段階 176,364円       〃          500万円以上、750万円未満 

第 12段階 195,534円       〃          750万円以上、1,000万円未満 

第 13段階 214,704円       〃         1,000万円以上、1,500万円未満 

第 14段階 237,708円       〃         1,500万円以上、2,000万円未満 

第 15段階 260,712円       〃         2,000万円以上 

 


